
独立行政法人通則法 
平成11年 7月16日 法律 第103号

独立行政法人通則法の一部を改正する法律 
平成22年 5月28日 法律 第37号

改正前 改正後
- 本則-
施行日：平成22年11月27日までに
（財産的基礎）
第八条 独立行政法人は、その業務を確実に実施す
るために必要な資本金その他の財産的基礎を有
しなければならない。
２ 政府は、その業務を確実に実施させるために必
要があると認めるときは、個別法で定めるとこ
ろにより、各独立行政法人に出資することがで
きる。
◆追加◆

（財産的基礎等）
第八条 独立行政法人は、その業務を確実に実施す
るために必要な資本金その他の財産的基礎を有
しなければならない。
２ 政府は、その業務を確実に実施させるために必
要があると認めるときは、個別法で定めるとこ
ろにより、各独立行政法人に出資することがで
きる。
３ 独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢
の変化その他の事由により、その保有する重要
な財産であって主務省令（当該独立行政法人を
所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令を
いう。以下同じ。）で定めるものが将来にわた
り業務を確実に実施する上で必要がなくなった
と認められる場合には、第四十六条の二又は第
四十六条の三の規定により、当該財産（以下
「不要財産」という。）を処分しなければなら
ない。

- 本則-
施行日：平成22年11月27日までに
（業務方法書）
第二十八条 独立行政法人は、業務開始の際、業務
方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなけれ
ばならない。これを変更しようとするときも、
同様とする。
２ 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省
令 （当該独立行政法人を所管する内閣府又は各
省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。）で
定める。
３ 主務大臣は、第一項の認可をしようとするとき
は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなけ
ればならない。
４ 独立行政法人は、第一項の認可を受けたとき
は、遅滞なく、その業務方法書を公表しなけれ
ばならない。

（業務方法書）
第二十八条 独立行政法人は、業務開始の際、業務
方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなけれ
ばならない。これを変更しようとするときも、
同様とする。
２ 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省
令 ◆削除◆で定める。

３ 主務大臣は、第一項の認可をしようとするとき
は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなけ
ればならない。
４ 独立行政法人は、第一項の認可を受けたとき
は、遅滞なく、その業務方法書を公表しなけれ
ばならない。

- 本則-
施行日：平成22年11月27日までに
（中期計画）
第三十条 独立行政法人は、前条第一項の指示を受
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定
めるところにより、当該中期目標を達成するた

（中期計画）
第三十条 独立行政法人は、前条第一項の指示を受
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定
めるところにより、当該中期目標を達成するた
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めの計画（以下「中期計画」という。）を作成
し、主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
２ 中期計画においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。
一 業務運営の効率化に関する目標を達成するた
めとるべき措置
二 国民に対して提供するサービスその他の業務
の質の向上に関する目標を達成するためとる
べき措置
三 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画
及び資金計画
四 短期借入金の限度額
◆追加◆
五 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようと
するときは、その計画
六 剰余金の使途
七 その他主務省令で定める業務運営に関する事
項

３ 主務大臣は、第一項の認可をしようとするとき
は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなけ
ればならない。
４ 主務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前
条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の
適正かつ確実な実施上不適当となったと認める
ときは、その中期計画を変更すべきことを命ず
ることができる。
５ 独立行政法人は、第一項の認可を受けたとき
は、遅滞なく、その中期計画を公表しなければ
ならない。

めの計画（以下「中期計画」という。）を作成
し、主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
２ 中期計画においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。
一 業務運営の効率化に関する目標を達成するた
めとるべき措置
二 国民に対して提供するサービスその他の業務
の質の向上に関する目標を達成するためとる
べき措置
三 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画
及び資金計画
四 短期借入金の限度額
四の二 不要財産又は不要財産となることが見込
まれる財産がある場合には、当該財産の処分
に関する計画
五 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡
し、又は担保に供しようとするときは、その
計画
六 剰余金の使途
七 その他主務省令で定める業務運営に関する事
項

３ 主務大臣は、第一項の認可をしようとするとき
は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなけ
ればならない。
４ 主務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前
条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の
適正かつ確実な実施上不適当となったと認める
ときは、その中期計画を変更すべきことを命ず
ることができる。
５ 独立行政法人は、第一項の認可を受けたとき
は、遅滞なく、その中期計画を公表しなければ
ならない。

- 本則-
施行日：平成22年11月27日までに
◆追加◆ （不要財産に係る国庫納付等）

第四十六条の二 独立行政法人は、不要財産であっ
て、政府からの出資又は支出（金銭の出資に該
当するものを除く。）に係るもの（以下この条
において「政府出資等に係る不要財産」とい
う。）については、遅滞なく、主務大臣の認可
を受けて、これを国庫に納付するものとする。
ただし、中期計画において第三十条第二項第四
号の二の計画を定めた場合であって、その計画
に従って当該政府出資等に係る不要財産を国庫
に納付するときは、主務大臣の認可を受けるこ
とを要しない。
２ 独立行政法人は、前項の規定による政府出資等
に係る不要財産（金銭を除く。以下この項及び
次項において同じ。）の国庫への納付に代え
て、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係
る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の
額（当該財産の帳簿価額を超える額（次項にお
いて「簿価超過額」という。）がある場合に
は、その額を除く。）の範囲内で主務大臣が定
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める基準により算定した金額を国庫に納付する
ことができる。ただし、中期計画において第三
十条第二項第四号の二の計画を定めた場合で
あって、その計画に従って当該金額を国庫に納
付するときは、主務大臣の認可を受けることを
要しない。
３ 独立行政法人は、前項の場合において、政府出
資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超
過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納
付するものとする。ただし、その全部又は一部
の金額について国庫に納付しないことについて
主務大臣の認可を受けた場合における当該認可
を受けた金額については、この限りでない。
４ 独立行政法人が第一項又は第二項の規定による
国庫への納付をした場合において、当該納付に
係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出
資に係るものであるときは、当該独立行政法人
の資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係
る不要財産に係る部分として主務大臣が定める
金額については、当該独立行政法人に対する政
府からの出資はなかったものとし、当該独立行
政法人は、その額により資本金を減少するもの
とする。
５ 主務大臣は、第一項、第二項又は第三項ただし
書の規定による認可をしようとするときは、あ
らかじめ、評価委員会の意見を聴かなければな
らない。
６ 前各項に定めるもののほか、政府出資等に係る
不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定
める。

- 本則-
施行日：平成22年11月27日までに
◆追加◆ （不要財産に係る民間等出資の払戻し）

第四十六条の三 独立行政法人は、不要財産であっ
て、政府以外の者からの出資に係るもの（以下
この条において「民間等出資に係る不要財産」
という。）については、主務大臣の認可を受け
て、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資
者（以下この条において単に「出資者」とい
う。）に対し、主務省令で定めるところによ
り、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資
額として主務大臣が定める額の持分の全部又は
一部の払戻しの請求をすることができる旨を催
告しなければならない。ただし、中期計画にお
いて第三十条第二項第四号の二の計画を定めた
場合であって、その計画に従って払戻しの請求
をすることができる旨を催告するときは、主務
大臣の認可を受けることを要しない。
２ 出資者は、独立行政法人に対し、前項の規定に
よる催告を受けた日から起算して一月を経過す
る日までの間に限り、同項の払戻しの請求をす
ることができる。
３ 独立行政法人は、前項の規定による請求があっ
たときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出
資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出
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資に係る不要財産（金銭を除く。）の譲渡によ
り生じた収入の額（当該財産の帳簿価額を超え
る額がある場合には、その額を除く。）の範囲
内で主務大臣が定める基準により算定した金額
により、同項の規定により払戻しを請求された
持分（当該算定した金額が当該持分の額に満た
ない場合にあっては、当該持分のうち主務大臣
が定める額の持分）を、当該請求をした出資者
に払い戻すものとする。
４ 独立行政法人が前項の規定による払戻しをした
ときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該
払戻しをした持分の額については、当該独立行
政法人に対する出資者からの出資はなかったも
のとし、当該独立行政法人は、その額により資
本金を減少するものとする。
５ 出資者が第二項の規定による払戻しの請求をし
なかったとき又は同項の規定による民間等出資
に係る不要財産に係る持分の一部の払戻しの請
求をしたときは、独立行政法人は、払戻しの請
求がされなかった持分については、払戻しをし
ないものとする。
６ 主務大臣は、第一項の規定による認可をしよう
とするときは、あらかじめ、評価委員会の意見
を聴かなければならない。

- 本則-
施行日：平成22年11月27日までに
（財産の処分等の制限）
第四十八条 独立行政法人は、 主務省令で定める重
要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする
ときは、主務大臣の認可を受けなければならな
い。ただし、中期計画において第三十条第二項
第五号の計画を定めた場合であって、その計画
に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に
供するときは、この限りでない。
２ 主務大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、評価委員会の意見を
聴かなければならない。

（財産の処分等の制限）
第四十八条 独立行政法人は、 不要財産以外の重要
な財産であって主務省令で定めるものを譲渡
し、又は担保に供しようとするときは、主務大
臣の認可を受けなければならない。ただし、中
期計画において第三十条第二項第五号の計画を
定めた場合であって、その計画に従って当該重
要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、
この限りでない。
２ 主務大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、評価委員会の意見を
聴かなければならない。

- 本則-
施行日：平成22年11月27日までに
（財務大臣との協議）
第六十七条 主務大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第二十九条第一項の規定により中期目標を定
め、又は変更しようとするとき。
二 第三十条第一項、第四十五条第一項ただし書
若しくは第二項ただし書又は第四十八条第一
項の規定による認可をしようとするとき。
三 第四十四条第三項の規定による承認をしよう
とするとき。
◆追加◆
四 第四十七条第一号又は第二号の規定による指
定をしようとするとき。

（財務大臣との協議）
第六十七条 主務大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第二十九条第一項の規定により中期目標を定
め、又は変更しようとするとき。
二 第三十条第一項、第四十五条第一項ただし書
若しくは第二項ただし書又は第四十八条第一
項の規定による認可をしようとするとき。
三 第四十四条第三項の規定による承認をしよう
とするとき。
三の二 第四十六条の二第一項、第二項若しくは
第三項ただし書又は第四十六条の三第一項の
規定による認可をしようとするとき。
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四 第四十七条第一号又は第二号の規定による指
定をしようとするとき。

- 改正法･附則・題名- ～ 平成22年 5月28日 法律 第37号～
施行日：平成22年11月27日までに
◆追加◆ 附 則（平成二二・五・二八法三七）抄

- 改正法･附則- ～ 平成22年 5月28日 法律 第37号～
施行日：平成22年11月27日までに
◆追加◆ （施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を
超えない範囲内において政令で定める日（以下
「施行日」という。）から施行する。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 5月28日 法律 第37号～
施行日：平成22年11月27日までに
◆追加◆ （経過措置）

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改
正前の独立行政法人通則法第三十条第一項の規
定による認可を受けている中期計画について
は、この法律による改正後の独立行政法人通則
法（以下「新法」という。）第三十条第二項の
規定にかかわらず、なお従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 5月28日 法律 第37号～
施行日：平成22年11月27日までに
◆追加◆ 第三条 施行日前に独立行政法人が行った財産の譲

渡であって、施行日において新法第四十六条の
二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産
（金銭を除く。）の譲渡に相当するものとして
主務大臣が定めるものは、施行日においてされ
た同条第二項の規定による政府出資等に係る不
要財産の譲渡とみなして、同項から同条第六項
までの規定を適用する。この場合において、同
条第二項中「納付することができる」とあるの
は、「納付するものとする」とする。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 5月28日 法律 第37号～
施行日：平成22年11月27日までに
◆追加◆ （罰則の適用に関する経過措置）

第三十四条 この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 5月28日 法律 第37号～
施行日：平成22年11月27日までに
◆追加◆ （その他の経過措置の政令への委任）

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この
法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定
める。
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